
対象 支　援　業　務 支　　　援　　　内　　　容

全般 犯罪被害者等への相談業務 犯罪被害者等の相談に応じ、関係機関・団体の支援に関する情報提供や助言、連絡調整を行う

傷害・遺族 傷害（遺族）見舞金の支給 犯罪行為により傷害を受けた人または亡くなられた人の遺族に傷害（遺族）見舞金を支給する

遺族 死亡届 死亡の届出を受理し、埋火葬許可証を発行

遺族 国民健康保険・年金（国民年金）の異動届 国民健康保険・国民年金の異動届を受理

遺族 遺族基礎年金（国民年金）請求の受付 遺族基礎年金の請求に関する相談・受付

障害が残った被害者 特別障害者手当 精神または身体に重度の障害があるため、常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方に支給

障害が残った被害者 身体障害者手帳の交付 身体に傷害のある方本人または保護者の申請により手帳を交付

障害が残った被害者 障害基礎年金（国民年金）請求の受付 障害基礎年金の請求に関する相談・受付

障害が残った被害者
（子ども）

特別児童扶養手当 精神または身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給

障害が残った被害者
（子ども）

障害児福祉手当 精神または身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする在宅の児童に支給

性犯罪 特定感染症検査(保健所) 無料・匿名でのＨＩＶ抗体検査、Ｂ型肝炎抗原検査、Ｃ型肝炎抗体検査、梅毒血清検査

ＤＶ・ストーカー 住民票の写しの交付等の制限 ＤＶ、ストーカーの被害者の住民票等を加害者が請求しても交付しないようにする措置

児童虐待 虐待を疑った場合の通告 子ども虐待を疑った場合の通告を受けての対応

精神疾患を有する方 精神障害者保健福祉手帳の交付 精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付

医療 自立支援医療費制度 精神通院医療、育成医療、更生医療にかかる費用の自己負担額上限額を原則１割に軽減

医療 心身障害者医療費公費負担制度 重度心身障害のある方（児）が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成

乳幼児医療 乳幼児医療費助成 義務教育就学前の児童が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成

ひとり親家庭等の支援 ひとり親家庭等医療費公費負担制度 ひとり親家庭や父母のいない児童の保険診療にかかった医療費の一部を負担

ひとり親家庭等の支援 母子・父子寡婦福祉資金貸付金 ひとり親家庭の父母やその児童に対する経済的自立、児童の就学等に必要な資金の貸付

ひとり親家庭等の支援 高等技能訓練促進費等事業 ひとり親家庭の父母が看護師等、経済的自立に効果的な資格を取得するため生活資金等を支給

ひとり親家庭等の支援 自立支援教育訓練給付金事業 指定された教育訓練講座を受講したひとり親家庭の父母に受講料の一部を支給

就労支援 母子家庭等就業・自立支援事業 母子家庭等就業・自立支援センターにおける一貫した就業支援サービスの提供

就労支援 母子・父子自立支援プログラム策定等事業 個別の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワーク等と連携した就業支援を実施

子育て支援 子ども手当 子どもを養育している方に対し、一定額を支給

ひとり親家庭等の支援 児童扶養手当 ひとり親家庭の親等に対し、一定額を支給

就学支援 要保護及び準要保護児童生徒援助費 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に、学校給食費等を就学援助費として支給

子育て支援 私立幼稚園就園奨励費補助 私立幼稚園に就園している幼児を持つ世帯に対し、入園料や保育料の一部を補助

子育て支援 幼稚園保育料減免 保育料の納入が困難な保護者に対して減免

子育て支援 一時保育（一時預かり事業） 様々な事情によって子どもを育てることができない場合、生活時間帯に応じ子どもを保育

子育て支援 短期入所生活援助（ショートステイ）事業 保護者が身体上･精神上の理由で家庭で子どもを養護できなくなった場合に一時的に養育･保護を行う

子育て支援 夜間養護等（トワイライトステイ）事業 保護者が仕事上の理由により夜間休日不在で子どもを養育困難となった場合の保護等を行う

ひとり親家庭等の支援 ひとり親家庭等日常生活支援事業 ひとり親家庭が一時的に家事・子育て援助を必要とする際に「家庭生活支援員」を派遣

法律相談 無料法律相談 弁護士や司法書士による無料の法律相談

医療・福祉 福祉全般の相談、生活保護制度 生活保護等福祉全般の相談業務等

医療・保健 身体・精神的な健康相談（保健所） 身体的・精神的な健康に関して相談に応じ、必要に応じ適切な医療機関への紹介等を行う

医療・福祉 健康相談（市町保健センター） 保健師、看護師、栄養士等の専門職員による健康相談

医療・保健
総合相談・支援業務
（市町社会福祉協議会）

福祉サービスの提供、生活福祉資金の貸付、日常生活の自立支援等

医療・保健
高齢者を対象とした総合的な相談・支援
（地域包括支援センター）

高齢者の総合相談支援、権利擁護、介護予防等の支援

女性・子ども ファミリー・サポート・センター 市町が設置・運営する会員制の育児支援ネットワーク

住宅の問題 公営住宅への一時入居 犯罪行為により従前の住宅に住めなくなった場合の一時的な使用

住宅の問題 公営住宅への優先入居 犯罪行為により従前の住宅に住めなくなった場合の優先入居

就学支援 特別支援教育就学奨励費 経済的理由により就学困難な特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に学校給食費等を支給

就学支援 奨学資金給付 経済的な理由により高校・大学等への就学が困難なものに対して奨学資金を給付

ひとり親家庭等の支援 遺児福祉年金制度 父または母を亡くした市内在住の中学生以下の児童を監護または養育している人に対し支給

ひとり親家庭等の支援 就学児童手当 中学生の子どもを持つひとり親家庭に支給

障害が残った被害者
（子ども）

就学激励金 身体障害者手帳等の交付を受けている中学生をもつ親に支給

交通遺児 交通遺児激励金の支給 交通事故により父または母を亡くした児童に支給

犯罪被害者の支援に活用できる市町業務実施状況一覧 
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備　　　　考

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社保庁が支給

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 町は県事業

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県が発行(大津市は市が発行)

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社保庁が支給

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 町は県事業

○ 保健所が実施

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県が発行

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 精神通院医療は県事業

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 対象年齢等は市町毎に異なる

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県事業／市受付、町は県

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県・市事業、町は県

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県・市事業、町は県

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県・中核市事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県と一部の市事業

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県・中核市事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 彦根市・米原市は有料

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 保健所が実施

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 湖南市はDV被害のみ

○ ○

○ ○ ○ ○ 草津市、甲賀市、米原市、多賀町

○ 甲賀市　単独

○ 東近江市　単独

○ 日野町　単独

○ 日野町　単独

○ 米原市　単独

注）各市町の連絡先は(P.91)を参照のこと
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